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　公認会計士・監査審査会（以下「審査会」とい
う。）は、監査事務所自らによる監査の品質の確保・
向上を促し、資本市場における監査の信頼性の確
保を図ることを目的として、監査事務所等に対す
る審査・検査等（モニタリング）を実施しており、
モニタリング活動の状況と成果を中心に、関連す
る情報をできるだけ分かりやすい形で情報提供す
るとの観点から、年次で「モニタリングレポート」
を公表している。「令和 ６ 年版モニタリングレポ
ート」（ ７月19日公表。以下「本レポート」という。）
では、監査事務所や被監査会社等の概況に関する
データのほか、モニタリング活動を通じて入手し
た最新の情報を記載している。

本レポートのポイント
「Ⅰ．監査業界の概観」
　公認会計士、監査事務所、被監査会社等の概況
を記載し、監査業界の全体像を俯瞰している。大
手監査法人への監査業務の集中や公認会計士試験
合格者の年齢別等割合、金融機関監査及びIPO監
査の状況等に関する情報のほか、改訂された「監
査に関する品質管理基準」への対応状況について
記載している。
「Ⅱ．審査会によるモニタリング」
　審査会によるモニタリングの状況（審査、報告
徴収及び検査の状況等）のほか、直近 ５年間の検
査における総合評価（ ５段階）の監査事務所の規
模別分布状況などを記載している。また、「令和
６事務年度監査事務所等モニタリング基本計画」

の概要についても記載している。
「Ⅲ．監査事務所の運営状況」
モニタリング活動を通じて把握した監査事務所
の運営状況等について紹介しており、監査業務を
実施・サポートする組織体制や監査におけるIT
の活用、監査事務所による品質管理システムの監
視の状況などについて記載している。また、会計
監査人の異動状況について、異動件数（監査法人
の合併によるものを除く。）の減少がみられるも
のの、大手監査法人から準大手監査法人又は中小
規模監査事務所へと異動する傾向が続いているこ
とや、令和 ５年 ３月に改訂された「監査法人のガ
バナンス・コード」について、その内容と当該コ
ードを踏まえた取組の状況を記載している。
「Ⅳ．監査をめぐる環境変化への対応」
「倫理規則」の改正や「上場会社等監査人登録
制度」の導入等、中小規模監査事務所の監査を取
り巻く環境が変化していることを踏まえ、日本公
認会計士協会による中小規模監査事務所への支
援・対応の状況について紹介しているほか、四半
期報告書制度の廃止を含む財務報告制度に係る動
向や、サステナビリティの開示及び保証に係る動
向について記載している。
　審査会は、監査の品質の維持・向上のため、幅
広い層の方々に会計監査についての関心や意識を
高めてもらうことが重要と考えており、本レポー
トがその一助になれば幸いである。
なお、本レポートの全文は、審査会ウェブサイ
トから参照することができる。 1
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INFORMATION
監査事務所等に係る「令和 ６年版モニタリングレポート」の公表

公認会計士・監査審査会事務局�審査検査課長　芳賀　裕司
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